

　　　　　　　　　　　　　　　　　
ワードの技術的問題で正味見にくいです。　ごめんなさい。
レジュメは早川教授のページ（ECCSからいけるよ！パスワードはhouichi2009）でゲットしよー
私法入門は買った方がいい感じ。全部読もう！的な指示があったけど、法１ばっかやってられへんやろーから、現時点で最低p.10~19,p.43~62を読んどこー
あとは辞書的に使って語句の理解とかにぜひ！
早川先生に聞いたら教科書は授業で扱った部分を重点的に出すっておっしゃってたわ。
でも最終的には全部目を通した方がええよー。
あと内容的問題やねんけど、ごちゃるので隣人訴訟判決の具体的な解説を今回はだいぶ省いたんでよろしくー。またまとめてあっぷするしー。
じゃあがんばってなー！
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この授業では私法を中心に扱います。
民事訴訟…会社vs会社　個人vs公共団体　etc
※行政裁判所…公（国・地方公共団体など）vs市民を管轄していた。現在は存在しません。

＜説明＞
１審＆２審は事実審と呼ばれ、どういう事実が起きたのか事実認定を行うが、最高裁は法律審と呼ばれ、法律の適用を審査します。

そういうわけで、最高裁にはフル稼働しても裁ききれんような量の事案に対処しなければならないんです。
だから「実際の事件でどんなことが起きたのか」ということを審査している暇がない。なので１審や２審での事実認定をもとに法律の適用の方法だけを審議するんです。
もちろんそれでも最高裁はパンクしかけです。
なので、控訴はほぼフリーパスでできますが、上告は制限されます。
例えば、憲法に関する問題であったり法律の解釈について重要な事案であるような一定の重大な理由が無ければ認められません。（私法入門p.51）

＜重要＞
事実認定とは？
争わないこと→裁判所はなんも考えずそのまま認定！
争うこと→当事者により提示された証拠を使い裁判所が判断して認定！
＊裁判の起こす人＆起こす相手
	
	民事裁判
	刑事裁判

	起こす人
	原告（自然人、法人など誰でも）
	検察官のみ

	起こす相手
	被告
	被告人
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民法は大きく分けると３つの項目に分かれています。

＜説明＞
１．総則
　人は生まれたときから私権を有するというのが前提です。（NOT奴隷）
　内容的には契約に関する規定が多いです。
　
Ex)契約で騙された人の救済
　　９６条：騙されて契約を結んだ際、意思表示を取り消し契約を取り消せる。
　　１２１条：取り消された行為は初めから無効
　　ちなみにこの意思表示は契約において最も重要な要素です。
　　　
３．債権
授業で扱ったのは総則（一般的なルール）、契約、不法行為の項でした。
隣人訴訟で争点となったのは、この契約と不法行為についてでした。
 eq \o\ac(○,1)契約とは？
　“法的に拘束力のある”約束です。
　友達とお昼食べる約束とかは当てはまりません。
　
Ex)売買契約：当事者に権利義務関係が生じる。
売主（債権者）→買主（債務者）：代金債権
買主（債権者）→売主（債務者）：目的物引渡債権
みたいな感じに権利義務関係が生じます。
もし売主が代金を受け取りながら商品を引き渡さんみたいになってきたら、買主は損害賠償請求を行えます。裁判をして判決が確定した後なお売主が損害賠償を支払わなければ、預金口座や不動産の差し押さえなどを国家権力によって行い強制執行します。
この国家権力の強制執行が背後にあるからこそ契約が成立するんです。
世の中が契約で回る上で非常に重要なことです。
＜重要＞契約の成立：両者の意思表示（申込＆承諾）が合致すること
Cf)契約の具体的な条文
　５５５条　売買契約
　６４３条　委任：法律行為の委託
            ex)Aさん「不動産売りたーい！どっかに売って！」
　　　　　　　B不動産「ええよー」
              売るという契約（法律行為）を委任した訳です。
　            義務を果たさなければ、損害賠償の対象となります。（６４４条）
　６５６条　準委任契約：法律行為でない事務の処理委託
　　　　　　　　　　　　ex)子供の面倒見といて！
　　　　　　　　　　　　損害賠償については６４４条が準用されます。
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 eq \o\ac(○,2)不法行為とは？（７０９条〜７２４条）
　民法７０９条　不法行為
　　故意による行為：ex)人をしばいて怪我をさせた。
　　
過失による行為：ex)交通事故で怪我をさせた。
「契約」と「不法行為」が損害賠償の２大請求原因です。
　契約は約束があって初めて成立します。
　不法行為は見ず知らずの相手にも要件を満たせば適用できます。そういう訳でかなり広範な範囲をカバーでき、契約を適用できない事案担当みたいな感じです。
７０９条は要件を満たすと効果（損害賠償など）が発生します。
＊要件
1． 故意、過失によって起きたこと
2． 権利、利益の侵害
3． 損害の発生
4． 因果関係
＜説明＞
１．故意、過失
　故意も過失もなければ、損害賠償を請求することはできません。裁判では特に過失の有無がとても頻繁に争点となります。
Ex)薬害：製薬会社A「最先端の科学的知見に基づいて薬を作ってん！そんで現実的に薬害が起こっても別に過失じゃないし！」みたいな主張がなされる訳です。
＊過失責任主義と無過失責任主義（まず私法入門p.23読んで！）
　過失責任主義：故意、過失を要件においている。
　
無過失責任主義：自分の行動により何かが起こったら、過失が無くても即責任。
　
　近代民法は原則として不法行為に“過失責任主義”をとっています。
　　理由：活動（特に企業の！）の自由を守るため。確かにミスってもいないのに、責任問われる世界では怖くてなんもできませんよね。（委縮効果防止のため）
　ただし、被害者保護を徹底するべき案件では一部無過失責任主義も導入されています。
　　
Ex）・交通事故：自動車所有者はみんな自賠責保険に加入しているので、過失があったかどうかは争点にならず、その保険で被害者の迅速な救済を行います。
　　　　・原子力事故：「過失なんか無かった！」ってゆー主張は許されません。事故で被害が起きれば責任を負わされます。
＜まとめ＞
過失責任主義においては、企業の積極的な活動が保護され、無過失責任主義に
おいては、被害者が保護されます。これは二者択一で難しい問題です。

ところでそもそも過失とは？
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予見可能性があれば「必ず結果回避義務が生じるとする考え方」と「場合によっては回
避しなくてもよいとする考え方」があります。現在は後者の方が主流であるようです。
後者の例）A会社ｖｓ農民たち
　　　　　A会社の排出する有毒スモッグで作物に被害が出たとします。
　　　　　A会社はこのような被害を予見可能であったとします。
　　　　　この時、回避費用＞被害額ならなんと！過失になりません。
　　　　　　　　　被害額＞回避費用ならふつーに過失になります。
しかし被害額の算定は非常に困難です。生命レベルに被害が及んだ時どーすんね
んみたいなこともあります。
要するにこの考え方で重要なのは、予見可能性があった時でも、場合によっては回避しなくても過失ならないということです。
２．権利、利益の侵害＆３．損害の発生はそのまんまで争点になりにくいってことで授業では割愛されました。
４．因果関係
　Yの行為→Xの損害　この→が因果関係です。当たり前すぎですね。
　また、P　⇒　Qについて、「Pが無ければQが無かった」と言える時、PとQとの間に因果関係があるといえます。
この項目で争われる例）
無接触事故：高速をなぜか逆走してきた車Aがいました。ドライブ中の車Bはパニクってそれを避けようとしました。避けるのには成功したけど、勢い余って壁に激突しました。車Bの大破と車Aの過失（逆走）との因果関係はどの程度強いものなんだろー？みたいな感じです。強ければもちろん車Aの賠償責任は重くなります。
以上のように不法行為は、１～４の要件が満たされると成立し、損害賠償請求が可能と
なります。
ここで、これらの要件を隣人訴訟に当てはめてみましょう。
まず２．権利の侵害は、康之くんの生存の権利が侵され成立します。
３．損害の発生は明らかです。
争点は「康之くんが溺れることが被告に予見可能であったか？」またあったとしても「そ
れを回避する義務が被告にあったのか？」←１．過失の有無を巡る感じ。
また過失があったとして「それがどの程度康之くんの死との因果関係を持つか？」←４．
因果関係を巡る感じ。
です。
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７０９条　不法行為
７２２条　不法行為損害賠償：４１７条を準用する。基本的には金銭で解決する。
損害とは？
Ex)Aさんがミスって、パン屋さんのBさんに怪我を負わせました。このときパン屋さんのBさんサイドが被る損害を検証してみましょう！
・病院に行った　→　治療費
・パン屋の休業３カ月（パンをこねれないから！）　→　休業損害
・Bさんの長男ｂ１くんはパニクッて受験に失敗しました。　→　駿台
・Bさんの長女ｂ２ちゃんは心配してアメリカから帰国しました。　→　渡航費
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　・
ってな感じで永遠レベルに、Aさんの事故が無ければ生じなかった費用を主張することができます。
そういう訳で「どこまでを損害賠償の対象とするか」を決める必要があります。
ここで“相当因果関係”の考えを４１６条の類推適用（同様に使えると裁判官が判断して適用！）で反映します。
すなわち予見可能性に基づいて、「Aさんの事故による損害が常識的に考えてどこまで及ぶか」を裁判官が判断する訳です。
だからおそらく、治療費は賠償されるでしょうが、駿台は無理だと思います。（これはてきとーです！）
しかしこの４１６条の類推適用には批判があります。
４１６条は契約を念頭においています。契約は結ぶ際に様々な状況を想定したり、事前の組み込みを行ったりします。
一方、不法行為は不注意でやってしまって損害賠償です。予見可能とか不可能とか以前の問題で、契約とは物事の種類が違います。なので契約の場合と同じ“相当因果関係”を適用するのは間違いだーっていう主張が出てくるんです。
＊損害の種類
　・積極的損害：余分な支出　　ex)治療費
　・消極的損害：得られなかった収入　ex)休業損害、逸失利益（人が死んだ場合とか後遺症による）
　・慰謝料：精神的なダメージ
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ここは割と分かりにくいので、がんばれ～
過失相殺（民法７２２条２項）＝被害者の責任
　被害者の過失が認められる場合、損害賠償の金額を減額し被害者に一部責任を負わせる制度。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

過失（７０９条）＝加害者の責任
　予見可能な損害を回避しなかったことによる。
＜説明＞
過失相殺（７２２条）は、６～７歳に対しても認められる。これに対し過失（７０９条）は１２歳以上に対して認められる。
Aくん（８）が風船を追いかけて道路に飛び出て、Bさん（３２）の運転する車にひかれて怪我をしたとします。この場合もちろんBさんは損害賠償をAくんに払うことになるでしょう。でもAくんは風船を追いかけて飛び出るというミスを犯したので減額されます。（過失相殺）
これに対して、Aくん（８）がエアガンを撃ってたらCさん（２１）に暴発して怪我をさせたとします。この場合はAくんの過失は認められないんです。（過失）
要するに、過失相殺の方が弁識能力が低くても認められやすいということです。
ここで風船の件でもしAくんが３歳だったならBさんは全責任を負うのでしょうか？
いいえ、この場合は被害者側の過失としてAくんの親の過失が問われることになります。
またエアガンの件のCさんは放置されるのでしょうか？
　いいえ、この場合も親が監督者としての責任を問われます。
過失（７０９条）の責任能力についての条文のまとめ
・７１２条：未成年者（１２歳未満くらい）は自己の行為の責任を弁識するに足る知能がなければ、賠償の責任を負わない
・７１４条：責任無能力者を監督者は第三者に対する損害を賠償する責任を負う。
＊被害者の素因と過失相殺
　頭蓋骨が弱いという先天的な特徴を持った人がいます。誤ってその人の頭を刺激し死亡させてしまったとします。普通ならこぶで済んでいました。
この場合加害者は損害賠償を全額払うのでしょうか？それとも過失相殺を適用して減額されるのでしょうか？（すなわち頭蓋骨が弱いのを過失としてみるということ）
　最高裁の判例によると、多様な人が暮らしているのを前提に生じた損害を全額賠償するのが原則ということです。「ありのまま」
＜まとめ＞
　体質…過失相殺を認めない。Ex)頭蓋骨が弱い
　
　病気…本人の日常生活への注意欠如。過失相殺を認める場合がある。
＊隣人訴訟における過失相殺
　 eq \o\ac(○,1)康之くんを被害者として見ると…
　　過失相殺は適用されない。（∵康之くん３歳）
　 eq \o\ac(○,2)康之くんの親族を被害者として見ると…
　　過失相殺は適用される。（しつけが悪い！）
判決でも康之くんが悪いとはいっておらず、親の責任を指摘しています。
結果７０％の過失相殺が行われました。（資料１　p.72三段目）
＊法の支配
　どのような人にも、同じ状況の中で同じルールを適用する公平を保つ。
資料４
　法務省の見解のところで“裁判を受ける権利”（憲法３２条）の侵害されたことが遺憾であるとされています。
　日本人の「法嫌い」「裁判嫌い」（p.244）
 司法制度改革…弁護士の人数を増やす。
ロースクール、裁判員制度
資料５
　裁判所という組織の概観把握！
資料４＆５は一応さーっと目通しとこなー
＊法体系（私法入門p.10~19、とりあえず読んどいたら分かるで！）

・私法…民法、商法
・公法…憲法、行政法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法
　ただし刑法は学問的に他と違うため、単独で刑事法に分類される場合もあります。
民事法…民法、商法、民事訴訟法
六法…行政法以外の６つ。行政法は税制や許認可を定めたものやけど、この名前の法律は存在しないです。
憲法７６条３項…憲法は別格。法律は国会で可決され制定されたものです。
公私混同法…ex)労働法、経済法（私法入門p.17）
＜まとめ＞
私法…私人間の関係
公法…国が介入
裁判所


・最高裁判所


・高等裁判所


・地方裁判所…各県に１つずつで北海道には４つあります。


・家庭裁判所…夫婦・親子の話など文字通り家庭事件を扱う。地方裁判所と同格で、各県に１つずつで北海道には４つあります。


・簡易裁判所…全国に500弱あり、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当します。





理由…法律は抽象的なものであり、裁判所ではそれを解釈して事件に適用します。２審までは同等の裁判所が複数存在するため、解釈を公平に一本化できません。例えば、同じことをしても大阪高裁の解釈なら無罪やったのに、福岡高裁の解釈では懲役5年だったとかやね。そこで最終的に解釈を統一できるようにまあ唯一絶対の存在として最高裁があるんですよー。





判決


１．主文…裁判所が下した結論





２．事実…当事者（原告、被告など）の主張のまとめ。ここで重要なのは、裁判所が認めた訳ではなく単なる“主張of原告＆被告”に過ぎないということです。





３．理由…裁判所がどのように判断したか？具体的には事実認定と法律の適用（解釈）についてです。事実認定は当事者の主張や提出された証拠を見て、裁判所が判断する受動的なものです。また効率化のために、当事者同士が争わない事実に関してはそのまま認定します。争うことについては証拠を使って裁判官が認定します。





１．総則：まとめ的な感じ。契約に関する記述が多い。





２．物権：物に対する権利。　　ex)所有権





３．債権：人に対する権利。　　ex)購入した商品を引き渡してもらう権利（物を直接支配する権利ではなく、人に引き渡すことを求める権利）
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回避





しかし、体質と病気の区別がアバウト！








